
 

４月１９日（日）「ＮＯ ＷＡＲ！憲法変えるな！４・１９国会正門前大行動」が開催され、大船支

部から橋本書記長・伊藤総務部長が参加しました。 

大行動では、憲法９９条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲

法を尊重し擁護する義務を負ふ」憲法９条「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希

求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、

永久にこれを放棄する。前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国

の交戦権は、これを認めない」が読み上げられ、憲法改正を目論む高市政権に対し、国会前に集結した

３６０００人の怒りの声をぶつけてきました。 
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